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安全衛生委員会とは？ 

労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全衛生委員会を設置しなければなりません。 

労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全衛生委員会において、

労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策（労働災害の原因及び再発防止対策等）などの

重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。  
※厚生労働省の HPより 

 

安全衛生委員会とは？ 

ある現場長（統括安全責任者）の発言 
 

・今の安衛は昔と違うから 

要求しても会社は 

言うこと聞かないよ！ 

・なんでみんな安衛やってる

の？ 

・A さんを安衛の委員にする

のは、１つもプラスにならない

と思うんだけど！ 

１．安全衛生委員会は、安全衛生法に基づいて労働者が安全かつ健康的に働けるように労働者と会社が話し

合う場です。「要求しても会社は言うことを聞かない」というのは、安全衛生委員会の否定であり、コンプライ

アンス違反です！ 

２．安全衛生委員を担うことで評価されることも、不利益を受けることもあってはならないことです。「１つもプラ

スにならない」とは明らかに「不利益扱いをする」という意思表示であり、許されるものではありません！ 
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